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１．概要 

（１）SkettBookとは 
 

  要要  旨旨  

SkettBookの概要についてご説明します。 
 
 

●SkettBookとは 
SkettBook（スケットブック）は、東京海上日動が提供する、学生がLINEの公式アカウントより学研災の事故

通知や保険金請求までのお手続きを行うことができるサービスです。 

学校ご担当者様にて学校メールアドレスをご登録いただくことで、本サービスの学内での展開が可能となり

ます。利用開始後は、学生へのチラシ等による周知およびご活用の推進をお願いします。 

 

●導入のメリット 
【学生】 

学校の窓口での必要書類の受け取りが不要となり、24時間どこからでもお手続きが可能です。 

【学校職員】 

書類による事故証明、通学中事故証明書・施設間移動中事故証明書の提出は不要となり、メールへの返

信で完結します。 

 

●主な機能 

 

① 学研災の加入者のしおりのご確認 

学研災の加入者のしおりをLINE上で確認することが可能です。 

学生がLINE公式アカウント「SkettBook」を友だち登録したうえで、トーク画

面から加入者のしおりにアクセスいただくことで、冊子の配布は不要となり

ます。なお、付帯賠責については、別途加入者のしおりの配布が必要で

す。 

 

② 事故通知機能 

LINE公式アカウント「SkettBook」から事故通知ができます。 

 

③ 治療報告機能 

②実施後、LINE公式アカウント「SkettBook」から治療報告ができます。 

 

④ 学生生活をお守りする保険のご紹介 

学生生活で起こる“もしも”の事態をお守りする保険をご紹介します。 
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（2）ご利用にあたって 
 

  要要  旨旨  

SkettBookの利用上の注意点についてご説明します。 
 
 

●利用推奨環境 
 

iOS、Androidともに最新バージョンを推奨環境としています。 

※すべての環境・条件での動作を保証するものではないため、ご注意ください。 

※上記環境範囲内であっても、ブラウザ・機種の組み合わせによっては、表示の不具合や各種機能がご利用になれない

場合があります。また、海外からのアクセスや海外製品のパソコンなども推奨環境対象外となります。 

※機種依存文字・環境依存文字をご使用いただいた場合、文字化け（記号や数字の羅列で表示）などの問題が発生する

可能性があります。正しいご契約内容でお手続きいただけない場合がありますので、上記環境にてお手続きください。 

※パソコンで操作した場合、一部の機能が動作しない場合があります。 

※上記内容は、予告なく変更させていただく場合があります。 

 

 

●利用可能時間（稼働保証時間） 
 

・24時間・365日 

※年末年始やシステムメンテナンスなどにより、利用可能時間が変更となる場合があります。 



SkettBookマニュアル

― B4―

 

（３）お問い合わせ窓口 
 

  要要  旨旨  

学校職員・学生の皆様向けにお問い合わせ窓口をご用意しております。内容によって

窓口が異なりますので、下記をご確認の上ご連絡をお願いします。 
 
 
 

●操作に関するお問い合わせ 

 

部署 連絡先 受付時間 

ヘルプデスク 0120-587-050 
 平日 9:00～12:00 

     13:00～17:00 

     

 

●保険金のお支払いに関するお問い合わせ 

 

部署 連絡先 受付時間 

ウェルネス保険金サポート部 

傷害保険サポート第三チーム

（学校保険コーナー） 

フリーダイヤル（学研災・付帯賠責共通） 

TEL 0120-868-066 

03-6632-0737（学研災）      

03-6632-0739（付帯賠責） 

FAX 050-3730-6915 

 平日 9:00～12:00 

     13:00～17:00 

 ※土日祝日は受付しておりません。 
 

本マニュアル「８．よくあるご質問」を掲載していますのでご参照ください。 
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２．お手続きの流れ 
 

  要要  旨旨  

SkettBookを利用した事故通知および治療報告の流れについてご説明します。 
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３．導入準備 

（１）【学校職員】  

学校メールアドレスの登録・学生への案内 
 

  要要  旨旨  

導入にあたって学校職員の皆様での操作をご説明します。 
 
 

■操作の流れ 

１ 学学校校メメーールルアアドドレレススののごご登登録録 

① 以下の「メールアドレス登録用二次元コード」（FormsのURL）を読み込

み、学校用メールアドレスを登録します。 

【注意！】複数のキャンパスがある場合も、システム上登録できるのは

「１大学１メールアドレス」です。 

通常のメール機能に搭載されている自動転送設定などを利用し、キャ

ンパス間でのご連携をお願いします。 

 

URL︓https://forms.office.com/r/WwD0z4HvTd 
【遷移先画面】 

 

 

 

※学生がSkettBookにて事故

通知を行なった場合、その後

の対応は原則メールで行い

ます。 

事故通知が入ったとき、保険

金の支払が完了したときに

は、本メールアドレス宛に保

険会社からメールが届きま

す。 
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2 学学生生へへののごご案案内内チチララシシのの配配布布 
① 学研災帳票申込サイトから「SkettBook 案内用チラシ」を請求しま

す。 

学研災帳票申込サイト URL： 

https://jees-prt.jp/gakkensai/user/login/index/ 

 

② チラシを学生に配布します。 

 

以上でSkettBook利用のための事前準備は終了です。 

 

《SkettBook 案内用チラシ（A ﾀｲﾌﾟ）》  

※B タイプは支援協会様 HP よりご確認ください。 

【表面】 

 

 

※チラシは学研災 A タイプ

（死亡保険金 2000 万円）、

B タイプ（死亡保険金

1200 万円）の 2 種をご用

意しています。大学様のプ

ランをご確認のうえ、ご請

求ください。 
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【裏面】 
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（２）【学生】  

LINEの友だち登録・学研災の加入者のしおりの確認 
 

  要要  旨旨  

サービスを利用開始いただく際の学生の皆さまの操作手順をご説明します。 
 
■操作の流れ 

１ LLIINNEE 公公式式アアカカウウンントトのの友友だだちち登登録録  

SkettBook案内用チラシまたは以下の二次元コードを読み取り、LIN

E公式アカウント「SkettBook」を友だち登録します。 

 

 

２ 学学研研災災のの加加入入者者ののししおおりりのの確確認認  

加入者証の代わりとなる「加入者のしおり」を確認します。 

 

 

※加入者のしおりは、支援協会

様 HP よりお取り寄せが可

能です。 
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33(チラシを持っている方)加入者カードの保管  
SkettBook案内用チラシの下部に付属している「加入者カード」を切

り取り、ご自身の情報を記入します。 

事故時にご加入内容をすぐに確認できるよう、大切に保管してくだ

さい。 
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４．保険金請求手続き～おけがをされたとき～ 

（１）【学生】事故通知を行う 
 

  要要  旨旨  

おけがをされたときの「事故通知」の手順をご説明します。 

※事故通知をせずに、治療報告は実施できませんので、必ず事故通知を実施してくださ

い。 
 
 
■操作の流れ 

１ おおけけががのの内内容容のの入入力力（（事事故故通通知知）） 
① LINE公式アカウント「SkettBook」のトーク画面の「事故通知を行う」

をタップします。 

 

 

② 「利用規約」「個人情報の取扱い」の内容を確認し、チェックボックス

にチェックを入れます。 

③ 「同意して利用する」をタップします。 

 

※チェックボックスにチェックを⼊れる
と、「同意して利⽤する」をタップ
できるようになります。 

②②  

②②  

③③  
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2 基基本本情情報報のの入入力力  
① 各項目を入力します。 

② 画面最下部の「次へ」をタップします。 

  

 
項目名 内容 

ご報告されている方の情報

について 

該当の事故通知される方を選択します。 

・受傷者本人：被保険者である学生本人が報告する場合に選択しま

す。 

・受傷者本人以外：被保険者である学生本人以外（ご両親等）が入

力する場合に選択します。入力している方の氏名（セイ・メイ）・続

柄を入力ください。 

入学年月 入学年月をプルダウンから選択します。 

保険の加入期間/始期月 保険加入期間をプルダウンから選択します。 

学校所在都道府県 
該当の学校所在都道府県を選択します。 

・47都道府県 

学校区分 

該当の学校区分を選択します。 

・国立 

・公立 

・私立 

学校名 正式名称で「～大学/短期大学/専門学校」まで入力します。 

学校分類 

該当の学校分類を選択します。 

・大学 

・短大（短期大学部を含む） 

・大学院 

・高等専門学校（本科） 

・高等専門学校（専攻科） 

学部名 正式名称で入力します。「～部」まで入力します。 

※全項⽬不備なく⼊⼒すると、
「次へ」をタップできるようになりま
す。 
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学部分類 

該当の学部分類を選択します。 

・研究科 

・学部 

・学科 

・高等専門学校 

学科名 正式名称で入力します。「～部」まで入力します。 

学科区分 

該当の学科区分を選択します。 

・昼間部(文科系) 

・昼間部(理工系) 

・昼間部(体育系) 

・夜間部(文科系) 

・夜間部(理工系) 

・夜間部(体育系) 

・通信教育 

学年 

事故発生時の学年を選択します。該当がない場合は、「その他」を選

択すると表示されるフリーコメント欄に記載します。 

 

・1 年 ・2 年 ・3 年 ・4 年 ・5 年 ・6 年 

・修士 1 年 ・修士 2 年 ・博士 1 年 ・博士 2 年 ・博士 3 年

・その他 

学部分類 

該当の学部分類を選択します。 

・研究科 

・学部 

・学科 

・高等専門学校 
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33  おおけけががのの発発生生状状況況のの入入力力  
① 各項目を入力します。選択必須項目においていずれも該当しない場

合は、選択肢から近いものを選び、フリーコメント欄に正しい内容を

ご入力ください。 

② 画面最下部の「次へ」をタップします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※全項⽬不備なく⼊⼒すると、
「次へ」をタップできるようになりま
す。 
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項目名 内容 

おけがをした日 事故発生時の年月日を選択します。 

発生時間 事故発生時間を選択します。 

場所/都道府県 事故発⽣場所の該当都道府県を選択します。 

場所/学校施設内・外 
・学校施設内 
・学校施設外 

発生場所の詳細 事故発⽣場所の詳細を記載します。 

活動の形態 

該当の活動の形態を選択します。 
・正課中(体育実技) 
・正課中(理系実験) 
・正課中(医療実習) 
・正課中(その他) 
・学校⾏事中 
・クラブ活動中 
・学校施設内(正課・学校⾏事・クラブ活動中以外） 
・通学中 
・学校施設間移動中 

通学中・学校施設間移動につ

いて 

※「活動形態」で「通学中」「学校施設間移動中」を選択時のみ表示 

通学中・学校施設間の移動⼿段について選択します。 
・徒歩 
・⾃転⾞ 
・原付 
・バイク 
・⾃動⾞ 
・その他 

活動内容の詳細について 
※「活動形態」で「通学中」「学校施設間移動中」を選択時のみ表示 

その他を選択すると表⽰されるフリーコメント欄に記載します。 
おけがの発生時の状況につ

いて 
何をしているときに、何が起きて、どのようになったのか詳細を記載します。 

事実確認について 
事実を証明できる学校関係者の所属・⽒名、⽬撃者がいない場合は学校の窓⼝ご
担当者の所属・⽒名を記載します。 

主なおけがの内容・部位 

・頭、顔（眼・⻭を除く） 
・眼、⻭ 
・⾸ 
・胸・腹 
・背・腰 
・臀部（でんぶ） 
・肩・⼆の腕 
・肘 
・前腕（肘から⼿⾸までの間） 
・⼿⾸、⼿（甲・平）、⼿指 
・下肢（その他） 
・股・太もも、膝 
・下腿（膝から⾜⾸までの間） 
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・⾜⾸、⾜（甲・平）、⾜指 
・全⾝ 
・その他 
・不明 

主なおけがの内容・左右 左右どちらにおけがをしたか選択します。 

主なおけがの内容・症状 

・切り傷・すり傷 
・挫傷（打撲・打ち⾝） 
・⾻折 
・脱⾅（だっきゅう） 
・捻挫（ねんざ） 
・じん帯・腱（けん）・筋⾁の損傷または断裂 
・⽕傷（やけど） 
・切断または⽋損 
・神経・脊髄（せきずい）の損傷もしくは断裂 
・頭蓋内（ずがいない）または眼球の⾎腫（脳挫傷も含む） 
・その他 
・不明 

お怪我の内容・傷病名等 傷病名を⼊⼒します。複数箇所につきおけがをした場合は詳細を⼊⼒します。 

入院有無 ⼊院の有無を⼊⼒します。 

通院日数 
通院⽇数の数字のみ⼊⼒します。⽇数が確定していない場合は⾒込みを⼊⼒しま
す。 

フリーコメント 

留学⽣は「留学⽣」と⼊⼒します。 
その他保険会社への伝達事項があれば⼊⼒します。他項⽬で⽂字数制限などで詳
細を記載しきれなかった場合もこの欄に⼊⼒します。 
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4 負傷者情報の⼊⼒ 
① 各項目を入力します。 

② 画面最下部の「入力情報を確認する」をタップします。 

 

 

※全項⽬不備なく⼊⼒すると、
「⼊⼒情報を確認する」をタップ
できるようになります。 
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項目名 内容 

姓・名 全角で入力します。 

セイ・メイ 全角カナで入力します。 

性別 性別を選択します。 

生年月日 ⽣年⽉⽇を選択します。 

自宅 郵便番号 

ご⾃宅の住所を⼊⼒します。 
保険会社（東京海上⽇動）から書類をお送りする場合、こちらでご登録いただいた
住所にお送りします。 

自宅 住所（都道府県・市区

町村） 

自宅 住所（都道府県・市区

町村）フリガナ 

自宅 住所（町名番地） 

自宅 住所（町名番地）フリ

ガナ 

マンション名/部屋番号 

電話番号 
今後保険会社（東京海上⽇動）からご連絡しますので⼊⼒誤りのないようご注意
ください。 

携帯電話番号 
今後保険会社（東京海上⽇動）からご連絡しますので⼊⼒誤りのないようご注意
ください。 

メールアドレス 
今後保険会社（東京海上⽇動）からご連絡しますので⼊⼒誤りのないようご注意
ください。 

メールアドレス 確認用の再

入力 
確認⽤となりますので、コピー＆ペーストではなく、⼊⼒をしてください。 

学研災付帯学生生活総合保

険の加入有無 
加⼊有無を選択します。 

今後の主な連絡先 

「メールアドレス」以外を選択した場合も、翌営業⽇以降に保険会社（東京海上⽇
動）からメールが届きます。 
別途、追加で状況等確認する場合には本項⽬で選択した⽅法で連絡が来ます。 

フリーコメント 
その他保険会社への伝達事項があれば⼊⼒します。他項⽬で⽂字数制限などで詳
細を記載しきれなかった場合もこの欄に⼊⼒します。 
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5 入力情報の確認・完了 
① 入力内容に誤りがないか確認し、修正が必要な場合は該当項目の

「修正」をタップします。 

② 該当項目を修正します。 

③ 入力内容に誤りがないことを確認したら、パズルピースの人間認証

を行い、「完了」をタップします。入力内容が保険会社（東京海上日

動）に送信されます。 
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④ 本ページが表示されたら受付完了です。受付完了の自動送信メー

ルが届きます。 

 

 

＜エラーが発生した場合＞ 

本エラー文言に記載のとおり、恐れ入りますが時間をおいて再度入

力してください。 

 

 

 

6 事故受受付付完完了了メメーールルのの確確認認 

① 事故通知を完了した翌営業日以降（土日祝日を除く）、学研災に加入

済みであることが確認できましたら、今後の手続きについて保険会社

（東京海上日動）よりメールが届きます。 

② 受付時の内容において不明な点等につきましては確認することがありま

す。 

メール文面は「７．メール一覧」をご確認ください。 
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（２）【学校職員】事故証明を行う 
 

  要要  旨旨  

書類による証明に代わってメールにて事故証明を行う手順をご説明します。 
 
 

■操作の流れ 
 

１ 事事故故証証明明ののおお願願いいメメーールルのの確確認認 
① 学生が事故通知を完了した翌営業日以降（土日祝日を除く）、学研

災に加入済みであることが確認できましたら、保険会社（東京海上

日動）より学校メールアドレス宛にメールが届きます。 

2 事事故故事事実実のの確確認認 
① 学生が申告した事故事実を確認します。 

② 事故事実確認（学校証明）メールの「証明者氏名」と「学校名・部署

名等」に入力のうえ、保険会社に返信します。 

  メール文面は「7.メール一覧」をご確認ください。 

※本対応が書類の「事故証明」および「届出証明」の代替となりま

す。 

「保険加入証明」は学研災に加入していることを保険会社で確認す

るため不要です。確認できなかった場合は各学校職員の皆様へ連

絡いたします。 

（参考）従来の学校証明欄（学生教育研究災害傷害保険金請求書） 

 

 

 

 

 

 

3 診断書の取付 ※条件あり 

①  保険金請求額が30 万円（＊1）を超える場合 

診断書が必要となるため、医師に診断書への記入を依頼します。なお、

東京海上日動の他の傷害保険等の保険金請求額を合算した結果、保

険金請求額が30 万円を超える場合は診断書が必要となります。 

（他の傷害保険等の保険金請求等のために診断書を取得済みの場合

は、コピーの提出で代替も可能ですが、東京海上日動が指定する診断

書のご提出を別途お願いする場合があります） 

 

 

※保険会社から届くメールア

ドレスは「gw●●●●●●

●●●●@cs.tmnf.jp」で

す。（受付事故ごとに●は異

なります） 

事故対応終了後、保険会社か

ら届く上記メールアドレス

は使用不可となりますので

ご注意ください。 

※学校施設外の課外活動（クラ

ブ活動）中の事故の場合に

は、当該活動が学校の規則に

のっとった所定の手続きに

より学校が認めた学内学生

団体の管理下で行う課外活

動（クラブ活動）であること

が必要です。 
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30 万円を超える主な例： 

・治療費用が270 日以上 

・医療保険金（P.30 の表参照）＋入院日数× 4,000 円の計

が30 万円を超えた 

・死亡・後遺症を負った場合 

 

② 保険金請求額が30 万円（＊1）以下で後遺障害がない場合 

医師の診断書は不要です。ただし、事故の状況・内容によっては、東京

海上日動より診断書のご提出をお願いする場合や、医療機関に直接照

会するための同意書のご提出をお願いする場合がございます。また、Sk

ettBook で保険金をご請求いただく場合、領収証のご提出は不要です

が、保険会社より別途領収証等のご提出を依頼することがございます

ので、保険金お支払い完了まではお手元にて保管ください。 

（＊ 1）実際に支払った金額（治療費）ではなく、医療保険金額です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SkettBookマニュアル

― B23―

Ⅷ

 

５．保険金請求手続き～治療を終えられたとき～ 

【学生】治療報告を行う 
 

  要要  旨旨  

病院等で治療を受けられた後、「治療報告」を行う手順をご説明します。 

必ず「事故通知」を行った後、「治療報告」を実施してください。 
 
 
■操作の流れ 
 

１ 治治療療内内容容のの入入力力（（治治療療報報告告）） 

① LINE公式アカウント「SkettBook」のトーク画面の「治療報告を行う」

から治療内容の報告をします。 

② 「おけがをされた学生本人ですか？」「利用規約」「個人情報の取扱

い」の内容を確認し、チェックボックスにチェックを入れます。 

③ 「同意して利用する」をタップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※学⽣が未成年等の場合は、事
故通知は SkettBook で対応
可能ですが、治療報告は実施
できません。保険⾦請求書にて
ご対応ください。 
 

※チェックボックスにチェックを⼊れる
と、「同意して利⽤する」をタップ
できるようになります。 

②②  

②②  

②②  

③③  
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2 基本情報の入力 

① 各項目を入力します。 

② 画面最下部の「次へ」をタップします。 

 

 

項目名 内容 

事故受付番号入力 
事故通知した翌営業日以降に保険会社から届くメールにてご案内している

10 桁の番号を入力します。 

姓・名 全角で入力します。 

セイ・メイ 全角カナで入力します。 

メールアドレス 今後保険会社（東京海上日動）からご連絡しますので入力誤りのないよう

ご注意ください。 

メールアドレス 確認用の

再入力 

確認用となりますので、コピー＆ペーストではなく、入力をしてください。

※全項⽬不備なく⼊⼒すると、
「次へ」をタップできるようになりま
す。 
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3 保険金受取情報の入力 
① 各項目を入力します。 

② 画面最下部の「次へ」をタップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 項目名 内容 

①  保険金受取人の入力 

該当の保険⾦受取⼈の項⽬を選択します。 
・本⼈・親族 
・その他 

②  保険金受取人の氏名（漢字） 

※「保険金受取人」で「その他」を選択時のみ表示 

各項目につき、入力します。 

③  保険金受取人の氏名（カナ） 

④  保険金受取人の郵便番号 

⑤  
保険金受取人の住所（渡欧

府県・市区町村） 

⑥  
保険金受取人の住所（町名

番地） 

⑦  
保険金受取人の住所（マン

ション名/部屋番号） 

⑧  
保険金受取人の携帯電話番

号 

⑨  
保険金受取人の自宅電話番

号 

⑩  保険金受取口座の選択 

⑪  金融機関名 正式名称で入力します。 

⑫  金融機関の支店コード 支店コードを入力します。 

⑬  口座種類 

該当の種類の項目を選択します。 

・普通（総合含む） 

・当座 

・貯蓄 

⑭  口座番号（7桁の数字） 口座番号を入力します。 

⑮  口座名義 全角で口座名義を入力します。空白についても全角としてください。

※全項⽬不備なく⼊⼒すると、
「次へ」をタップできるようになりま
す。 
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4 治療状況等の入力 
① 各項目を入力します。 

② 画面最下部の「次へ」をタップします。 

 
 
番号 項目名 内容 

①  
事故受付時のおけがの内容

について 

事故通知時に申告いただいた内容から変更がある場合は「変更あり」をチェッ
クし、おけがの内容を選択、⼊⼒します。 

②  医療機関名 治療された医療機関の情報を入力します。 

複数の医療機関にかかられた場合は、「医療機関の追加」をタップし

て入力します。（最大5件） 
③  医療機関の電話番号 

※全項⽬不備なく⼊⼒すると、
「次へ」をタップできるようになりま
す。 
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④  

医師から後遺障害があると

指摘されている場合にはそ

の症状 

今回のおけがで医師から身体に障害が残ることを指摘されている場

合、その症状を記載します。 

⑤  入院の有無 

「入院の有無」を選択します。⼊院された場合は「⼊院あり」にチェックし、
⼊院の開始⽇および退院⽇を⼊⼒してください。 

・入院あり 

・入院なし 

⑥  通院して治療を行った日付 「通院日」を入力します。 

⑦  
通院して治療を行った合計

日数 
⼊院した⽇数を除いた「通院⽇数」を⼊⼒します。 

⑧  
ギプス等による固定を必要

とした期間 

ギプス等による固定をされた場合は「あり」にチェックし、固定開始⽇や終了
⽇、使⽤した固定具について⼊⼒・選択します。 

 

5 連絡事項の入力 
① 以下に該当する場合、「保険会社（東京海上日動）への連絡事項

等」に記載します。 

・治療を継続される場合にはその旨 

・東京海上日動に他の傷害保険契約等がある場合には証券番号 

・上記以外で、東京海上日動への連絡事項がある場合にはその内容 

 

② 入力が終わったら、「入力情報を確認する」をタップします。 
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6 入力情報の確認・完了 
① 入力内容に誤りがないか確認し、修正が必要な場合は該当項目の

「修正」をタップします。 

② 該当項目を修正します。 

③ 入力内容に誤りがないことを確認したら、「完了」をタップします。 

 

④ 本ページが表示されたら受付完了です。受付完了の自動送信メー

ルが届きます。メール文面は「7.メール一覧」をご確認ください。 

※エラーが発生した場合は、画面上文言に沿ってご対応ください。 

 

※学校からの各種証明の到着

後にお支払い手続きがされ

ます。内容確認のため保険会

社（東京海上日動）から連絡

がいく場合があります。 
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7 保険金支払い完了通知の確認 
ご契約内容にしたがい、保険金をお支払いします。保険金のお支払

金額についてはハガキ等でご案内し、保険金をお支払いできない場

合は速やかにご連絡します。

※受付時の内容において不明

な点等につきましては確認

することがあります。また、

治療の経過や内容、症状の程

度、おけが発生時の状況等に

ついて、医療機関等へ確認を

行う場合があります 
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6．お手続き中のエラー内容と対応方法 
 

  要要  旨旨  

お手続き中表示されるエラーメッセージと、その対応方法についてご説明します。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

エラーコード エラーの理由および対応方法 

— 

（画面最下部のボタ

ンが非活性） 

⼊⼒内容に不備があります。 
※発⽣原因と考えられる事例︓ 

・⼀部記号（例︓・, 〜）が⼊⼒されている。 
・フリーコメント欄の⽂字数制限を超過している。 
・半⾓カナや半⾓英数字の⼊⼒部分に全⾓で⼊⼒している。 
・サーバー通信エラーが発⽣している。 

SLA100001 必須項⽬に誤りがあります。 

SLA100002 
項⽬⽂字列に不⾜・超過が発⽣しています。どの項⽬かは特定できませんが、⼊⼒可能⽂字数を超過もしくは不
⾜しています。 

SLA100003 
⼊⼒できない⽂字種（例「・」「〜」や旧字体など）があります。⼊⼒内容を確認し、全⾓・常⽤漢字へ訂正の上、
再度お試しください。 

SLA100005 ⽣年⽉⽇等の値に誤りがあります。 

SLA110304 項⽬⽂字列の形式に不備があります。 
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7．メール一覧 
 

  要要  旨旨  

保険会社から学校職員・学生の皆様へお送りするメールです。 
 
 
No. メール種別 From.To. 用途 

1 
事故情報登録受付

完了メール 

(⾃動発信) 
保険会社東京海上⽇動→学⽣ 

LINE公式アカウントより、正常に事故通知が完了したことをお知
らせします。 

2 
保険⾦請求⼿続き

のご案内メール 

保険会社東京海上⽇動(学校保険コー
ナー)→学⽣ 

保険⾦を請求するための⼿順をご連絡します。 

3 
事故事実確認（学

校証明）メール 

保険会社東京海上⽇動(学校保険コー

ナー)→学校担当者 

学⽣の事故通知が完了しましたので、学校職員での事故事実

の証明を依頼します。 

4 
治療状況申告受付

完了メール 

(⾃動発信) 

保険会社東京海上⽇動→学⽣ 
LINE 公式アカウントより、正常に治療報告が完了したことをお

知らせします。 

※⽂⾔等を⼀部変更させていただく場合がございます。 

 
 

No.1：事故情報登録受付完了メール 
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No.2：保険金請求手続きのご案内メール 
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No.3：事故事実確認（学校証明）メール 
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No.4：治療状況申告受付完了メール 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  



SkettBookマニュアル

― B35―

Ⅷ

6 

8．よくあるご質問 
 
■学校職員の対応について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. 質問 回答 

1 
学研災事故対応⽤で登録する各学校のメールアドレスに

ついて、複数メールアドレスを登録することはできるか。 

メールアドレスの登録は各学校につき、１つのみです。複数のキャンパ
スがある場合には、メールの⾃動転送機能の活⽤や、各キャンパス共
通で閲覧可能なアドレスを使⽤いただくことをご検討ください。 

2 
事故通知の送信内容を学校事務担当者と共有する機能

はあるか。 

学⽣が保険会社東京海上⽇動へ事故通知をした際に、学校担当
者（事前にご登録いただいたメールアドレス宛）へ通知が送信されま
す。保険⾦⽀払が完了した際にも、学校担当者宛に⽀払完了通知
のメールが送信されます。 

3 
LINE 公式アカウント導⼊後、従来の紙を使⽤した事故通

知、保険⾦請求は対応できないか。 

ペーパーレス化の観点でオンラインでのお⼿続きを推奨しております

が、現状紙でのお⼿続きも可能です。 

4 
課外活動届、通学中事故証明書などの学校証明関連の

書類提出はどのように⾏うか。 

学校証明はメールで完結します。 

保険会社からお送りするメールにご返信いただくことで書⾯での提出は

原則不要となります。 

5 
事故状況の内容が不⼗分な場合や請求時の問合せな

ど、学校側が関与せず直接学⽣と保険会社で⾏えるの

か。 

原則、保険会社より、学校ご担当者を通さず、学⽣に電話や事案

専⽤メールなどでご連絡させていただきます。⼀⽅で、学⽣と連絡がつ

かない場合などは、学校ご担当者にご連絡させていただきます。 

6 
SkettBook を導⼊すれば、加⼊者のしおりの配布が不要

となるのか。 

帳票申込サイト上からお取り寄せ可能である「SkettBook 案内⽤チ

ラシ」を配布いただければ、学研災の加⼊者のしおりは原則不要で

す。なお、LINE 公式アカウントに搭載されるのは学研災の加⼊者の

しおりのみですので、付帯賠責については、加⼊者のしおりの配布が

必要です。 

 



SkettBookマニュアル

― B36―7 

■学生の対応について 
 
No. 質問 回答 

１ 
付帯賠責、付帯学総についても、LINE 公式アカウントから

のお⼿続きはできるのか。 

LINE 公式アカウントから事故通知ができるのは学研災のみです。付

帯賠責、付帯学総に関しては従来の⼿続き⽅法で請求をお願いし

ます。 

2 
保険会社とのやりとりはLINE公式アカウントを通して⾏うの
か。 

LINE公式アカウントは保険会社からの発信専⽤となっており、チャット
でのやりとりはできません。学⽣からの問い合わせについては、従来通り
の電話や事案専⽤メールなどで対応します。 

3 未成年者の保険⾦請求の⽅法を知りたい。 

学校の証明については保険会社（東京海上⽇動）へメールを送信
することで対応できます。ただし、未成年の場合は親権者の印が必要
になりますので、学⽣が保険⾦請求する際は、LINE公式アカウントで
の事故通知後、保険⾦請求書にご記⼊いただきます。具体的な⼿
続き⽅法は、個別に保険会社（東京海上⽇動）が学⽣に連絡し
ます。 

4 
SkettBook上に⼤学名が表⽰されていない、または、学
校区分や⼤学名が誤って表⽰されている。 

情報を修正しますので、お⼿数ですが、ヘルプデスクまでお問い合わせ

ください。 

5 SkettBookにて、領収証原本を提出する必要はあるか。

SkettBookにて保険⾦請求を⾏う場合、領収証は原則提出不要
です。ただし、事故の状況・内容によっては保険会社（東京海上⽇
動）より領収証などの書類の提出を依頼する場合があるため、保険
⾦お⽀払い完了までは保管してください。なお、領収証の提出が必要
な場合、学⽣にご登録いただいたメールアドレスに対して、保険会社
東京海上⽇動から写真アップロード⽤のURLを案内し学⽣から直接
アップロードいただく流れとなります。 
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連絡先等一覧
お問い合わせ内容によって窓口が異なりますので、下記をご確認の上ご連絡をお願いします。

1 ．加入・異動・学研災管理システムについて
公益財団法人　日本国際教育支援協会

部　　署　　名 郵便番号 所 在 地 電 話
学生支援部学生保険課 153-8503 東京都目黒区駒場 4－ 5－29 03 -5454 -5275

2 ．約款、活動内容による補償の適用可否について
東京海上日動火災保険株式会社

事 業 所 名 郵便番号 所 在 地 電 話
公務第二部文教公務室 102-8014 東京都千代田区三番町6番地４ 0120 -587 -050

※変更となる場合があります。ご契約や商品一般のご質問は以下へお問い合わせください。

3 ．事故報告、保険金支払の進捗状況、発生した事故の補償可否・ご相談について
事故報告・保険金請求先（東京海上日動損害サービス課）

東 京 海 上 日 動 事 業 所 事 業 所 所 在 地
ウェルネス保険金サポート部 傷害保険サポート室
傷害保険サポート第三チーム（学校保険コーナー）
フリーダイヤル　0120 -868 -066（学研災・付帯賠責共通）
TEL	 03-6632-0737（学研災）　03-6632-0739（付帯賠責）
FAX	050-3730-6915

〒105 -8551
東京都港区西新橋3－9－4
虎ノ門東京海上日動ビルディング

4 ．SkettBookについて
東京海上日動火災保険株式会社
公務第二部文教公務室

TEL 0120-587-050
（ダイヤル3を選択してください）
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	近所に住む同じ学校のテニス部員と市民テニス大会に出場した時の事故は対象となるか。
	合宿のため集合場所から合宿所へ向かう途中の事故は対象となるか。
	海外遠征は対象となるか。
	本学では、教授に同行して活動するものについても課外活動と呼んでいる。学研災の課外活動の定義とは異なるが、補償対象となるか。


	その他の活動
	インターンシップ、介護体験活動、教育実習、保育実習およびボランティア活動に対する学研災の適用についてはどうなるか。
	学校間連携事業の研修プログラム等で、他校の学生とともに活動をする場合は補償対象となるか。
	震災に係る教育研究活動中は補償対象となるか。
	観測活動とは何を指すのか。
	①観測活動に従事している間とは何を指すのか。
	②観測活動中の私的活動とは何を指すのか。
	被災地でのボランティア活動に参加する場合は学研災の対象となるか。
	被災地におけるボランティア活動中に地震等でけがをした場合は、対象となるか。
	学生をアルバイトとして雇用する場合、学研災の補償対象となるか。（例：ティーチングアシスタント、イベントの案内係、試験監督等）
	休学中の学生は学研災の補償対象となるか。
	卒業後でも保険金請求ができるのか。
	宿泊を要する実習や、課外活動（クラブ活動）参加のためホテル等に一時宿泊する場合はどうなるか。

	（3）通学特約

	通学中
	学生の住居のどこから学校のどこまでが通学特約の補償範囲となるか。
	学校行事として学生がＯＢの勤めている企業に見学へ行くこととなった。以下の①②の場合、通学特約の対象となるか。
	①学校からバスで出発して企業へ移動中
	②訪問先が実家近辺に所在しているため、学生が実家から直接企業へ移動中
	通学途中に友人宅に行ったり、映画館に入った場合はどうなるか。
	友人宅に宿泊し、そこから学校に向かう場合は補償対象となるか。
	実家や旅行先等と学校との往復途中に事故にあった場合でも通学特約の補償対象となるか。
	下宿生が夏休み等、長期休暇前の学校の最後の授業が終わった後、そこから直接実家に帰省する場合はどうなるか。
	夜間部の学生はほとんどが社会人だが、勤務先との往復も通学特約の補償対象となるか。
	授業後に帰宅中、自宅生の学生が夕食に寄った後で交通事故に遭った場合は、通学特約の補償対象となるか。
	企業実習の場合の会社施設や、他校のグラウンドも学校施設に含まれるのか。また、その範囲は。
	友人から授業のノートを借りるため、もしくは図書館で自習するためにキャンパスへ向かう途中で交通事故に遭った場合は補償対象となるか。
	自動車やバイクでの通学を禁止している学校で、それに違反した学生の通学中の事故は補償対象となるか。
	家族が運転する自動車での通学中、交通事故に遭った場合は補償対象となるか。
	自動車で通学する時、友人を送迎するため遠回りした場合の事故は補償対象となるか。


	学校施設等相互間の移動中
	朝、講議へ向かう途中に転倒し、足にけがを負った学生がいる。キャンパス内を移動している間の事故なので、学校施設等相互間の移動中といえるのか。
	キャンパスが離れた場所にある場合、キャンパス間の移動中の事故は対象となるか。
	授業終了後、バレーボール部の対外試合に参加するため、個別に他校の体育館に移動する場合はどうなるか。
	授業終了後、離れたキャンパスにある図書館に自習のため、移動する場合はどうなるか。

	（4）接触感染特約

	接触感染
	接触感染特約の補償対象が知りたい。
	接触感染とは。
	接触感染以外の院内感染（空気感染等）も対象となるか。
	臨床実習の範囲はどこまでか。
	学生が行う介護体験実習・保育実習の場所が社会福祉施設等の場合も、病院または診療所等で行う実習とみなせるか。
	感染症に関する法律（＊）第6条第1項の感染症のうち、接触感染特約の対象と想定されるものが知りたい。
	医療関連学部ではないが、接触感染特約に加入できるのか。
	接触感染特約に加入していなくても、C型肝炎の疑いで検査のため1日通院したら医療保険金の対象になるか。
	学研災と付帯学総の両方に加入している学生が感染症予防措置を受けた場合、両方から支払われるのか。
	結核患者のいる病棟実習を行った後に結核に感染しているかどうかを調べる「検査」は、接触感染特約の補償対象となるか。
	学校で血糖値測定など注射器を使用しての実習は補償対象となるか。
	獣医学部の学生が、実習中に感染症の疑いのある動物にかまれた際に、その動物の感染症について特定できない場合でも、学生がどのような病気（感染症）にかかっているか、また、病原体を特定するために調べる「検査」は、接触感染特約の補償対象となるか。
	針刺し事故が発生した際、被保険者（被害者）本人を検査する方法と針に付着していた体液の当人を検査する方法がある。どちらも補償対象となるか。
	病院での実験は、接触感染特約の補償対象となるか。
	鍼灸学部において学生がお互いに鍼を刺しあう実習は、接触感染特約の補償対象となるか。

	（5）学研災（普通保険・通学特約・接触感染特約）共通事項

	支払保険金・保険金請求手続
	医療保険金はなぜ実費払いとしなかったのか。
	死亡保険金および後遺障害保険金の支払いは。
	医療保険金の支払いにおける「治療日数」とはどういう意味か。
	入院の日数も治療日数に含めてよいか。例えば、クラブ活動中の事故（治療日数14日から対象）で、入院を2日間、通院を12回した場合、いくら請求できるのか。
	一度請求が終了した事故について、一旦治癒したけがが再発した。再度、病院に通った場合も対象となるか。
	骨折で入院加療を受け、その分については既に保険金の支払いを受けたが、その後手術の際に骨の固定のため埋め込んだボルトの除去手術とリハビリが必要になった。改めて保険金を請求したいが、手続きはどうしたらよいか。
	学研災以外の傷害保険に加入している場合、重複して学研災の保険金は支払われるか。
	通学中の事故の場合、通学中事故証明書の提出は保険金請求時でよいか。
	診断書はどの医師が発行するものでもよいか。
	保険金請求の際に医師の診断書を要することになっているが、柔道整復師の施術証明書でこれに代えることはできるか。
	領収書は必ず添付が必要か。
	治療の途中でも保険金請求できるか。
	卒業後も治療が続くが、保険金請求は学校から行うという理解でよいか。
	保険金を請求するに当たって、転院して治療した場合や複数の病院に通った場合、診断書はそれぞれの病院からもらわなければならないのか。
	松葉杖などの治療用装具および治療用装具の作成に係る費用を請求することは可能か。
	学研災および付帯学総の両方で補償対象となる事故は、どのように保険金請求するのか。
	学研災と付帯学総の両方に加入しているが、付帯学総でけがの治療費用が払われた場合でも、学研災からの支払いは行われるのか。

	（6）付帯賠責

	正課・学校行事・課外活動
	学外の実習やインターンシップ等で学生が賠償事故を起こしてしまった場合、学校は賠償責任を負うか。
	ゼミの発表のため農家に聞き取り調査を行った際、その家の窓ガラスを誤って割ってしまった。付帯賠責の対象となるか。
	体育の授業中、自分のメガネを落としてメガネが破損した場合、対象となるか。また、他人のメガネを破損した場合はどうか。
	卒業研究のため、学校が所有していない設備を有する企業へ指導教員があらかじめ連絡を取り学生がその設備を使って実験を行っていたところ、使用方法を誤ってその設備を壊してしまった。付帯賠責の対象となるか。
	介護福祉士資格の取得や、社会福祉士資格取得試験の受験資格取得のために必要な養護実習中の事故は付帯賠責の対象となるか。
	薬学部での実習中、病院等で調剤ミスを起こしてしまった場合、補償対象となるか。
	実験中、アルコールランプの炎がついたまま動かしたところ、カーテンに燃え移ってしまい「ぼや」を起こしてしまった。付帯賠責の補償対象となるか。
	実習で動物を治療中に傷つけてしまった場合、付帯賠責の対象となるか。また、管理していた動物が第三者に損害を与えた場合はどうか。
	教員が実験装置の使用方法を指導し、学生が理解していたにもかかわらず、実験中に実験装置を壊して修理不能となった。新しい実験装置の買替費用は補償対象となるか。
	単位互換で海外留学している学校で、正課中に研究室の実験器具を誤って床に落とし破損させた。付帯賠責の対象となるか。
	学園祭に出店していた模擬店から食中毒が発生し、数人が入院した。付帯賠責の対象となるか。また、その責任を負うのは誰になるのか。
	学園祭の始まる1週間前に、実行委員の学生がPRの垂れ幕を屋上から取り付けようとしたところ、誤って落としてしまい、下を歩いていた学生に垂れ幕の軸が当たってけがをさせてしまった。付帯賠責の対象となるか。
	車の使用、所有、管理における事故は学研災では対象になるが、付帯賠責ではどうか。
	①�介護体験活動を行うため、自宅から受入機関へ自転車で向かう途中に事故を起こし、相手にけがを負わせ自分も負傷した。学研災および付帯賠責の対象となるか。
	②�同じ条件で、自宅から受入機関へ自動車で向かう途中の事故の場合はどうか。
	学校への通学中、学校の最寄りの駅の階段を降りていたところ、つまずいてバランスを崩した拍子に隣にいた人にぶつかってしまい、その人は階段を転げ落ちて大けがをした。付帯賠責の対象となるか。
	学校行事としてのソフトボール大会中、走者と内野手が衝突し、内野手がけがをした。このように、スポーツ中にけがを負わせた場合は付帯賠責の対象となるか。
	臨床実習等で学生が患者に精神的ストレスを与えた場合、補償対象となるか。


	インターンシップ
	インターンシップ先で得た個人情報を漏らしてしまったような場合、賠責の補償対象となるか。
	所属する学部の教育指導方針で、現場実務を経験するために工事事務所でインターンシップを行った。この場合に付帯賠責は適用されるのか。
	企業が主催するインターンシップに学生個人が申込みをして参加した。この場合に付帯賠責は適用されるのか。
	県庁が県内の企業に呼びかけてインターンシップを実施することになり、県内の各大学あてに参加希望者を推薦してほしいという通知が届いた。県庁が学長の推薦（学長個人の判断ではない）に基づき参加者を決定することになるが、大学としてはこのインターンシップを正課または学校行事として位置づけているわけではない。このインターンシップは付帯賠責の対象となるか。
	正課としてのインターンシップに参加した学生が、企業からアルバイト代相当の賃金と食費、交通費の支給を受けていても、付帯賠責の対象となるか。
	インターンシップ中、学生が誤って企業のコンピュータプログラムを壊し、データを消去してしまった。付帯賠責の対象となるか。
	インターンシップ先で実験等に使う犬を散歩させていたところ、その犬が他人に危害を加えてしまった。付帯賠責の対象となるか。


	介護体験活動
	学校が単位取得の有無にかかわらず授業の一環として位置づけた介護体験活動を、小・中学校の教員免許取得希望者が行った。この場合に付帯賠責は適用されるのか。
	既に教員免許を取得済みで介護体験活動を行う必要のない学生が、自分の意思で介護体験活動に申し込み、受入施設で介護体験活動に従事していたところ、相手にけがをさせてしまった。付帯賠責の対象となるか。


	教育実習
	小学校の教育実習に行き、子どもたちから鉄棒の逆上りを教えてほしいと言われたので放課後練習に付き合い、1人の子どもに教えていたところ、一緒に練習に参加した別の子どもが鉄棒から落ちて大けがをした。付帯賠責の対象となるか。
	養護学校の教諭の免許取得を希望する学生が病院での養護に関する医学実習を行った場合、付帯賠責の補償範囲に含まれるか。


	保育実習
	児童養護施設で保育実習中、幼児をなだめるため「高い高い」をしていたところ、幼児の頭を教室の鴨居にぶつけてしまい幼児は裂傷を負った。付帯賠責の対象となるか。
	保育所で保育実習中、目を離した隙に担当していたクラスの子ども同士が喧嘩して、一人の子どもの投げたおもちゃがもう一人の子どもの顔に当たり、その子どもは眼に大けがを負った。その後、けがをした子どもの父兄が「子どもが大けがをしたのは実習生がしっかりと子どもたちを見ていなかったからだ」と抗議してきた。付帯賠責の対象となるか。


	ボランティア活動
	学校行事としてのボランティア活動に参加した学生が、主催者側から謝礼と交通費を受け取った。謝礼を受け取った場合でも補償対象となるか。
	大雨により、近郊に大規模な土砂崩れが発生し、多くの被災者が発生した。学校は、これらの被災者に対する救済ボランティア活動へ一定期間参加する旨を決定し、学生の参加者を募ったが、付帯賠責の適用範囲か。
	サッカー部がボランティア活動として近隣の少年サッカーチームの指導を行っている。この場合に付帯賠責は適用されるのか。
	正課の授業としてボランティア実習を義務づけているが、付帯賠責の対象となるか。
	学校公認の学生ボランティアサークルが部員のレクリエーションでバレーボールをしていたところ、ボールがコートから出て施設の窓ガラスを割ってしまった。付帯賠責の対象となるか。


	往復中
	授業に出席するために自転車で学校へ向かう途中、駐車していた自動車にペダル部分が接触し、車体のドアにキズをつけてしまった。付帯賠責の対象となるか。
	自宅からインターンシップ先の企業へ向かう途中、貸与されていたカメラを電車の中の網棚に置き忘れて下車し、紛失してしまった。付帯賠責の対象となるか。
	活動場所となる施設とは。
	学校施設間の移動中とは。
	ボランティアクラブの活動のため学校から自転車で保育所へ向かう途中、人とぶつかってけがを負わせてしまった。付帯賠責の対象となるか。
	授業終了後、クラブ活動のため異なるキャンパスのグラウンドへ行く途中、学校から借りていたパソコンを誤って落とし壊してしまった。付帯賠責の対象となるか。


	支払保険金・保険金請求手続
	付帯賠責以外の賠償責任保険にも重複して加入している場合、付帯賠責から保険金は支払われるのか。
	付帯賠責と付帯学総の両方に加入している学生の賠責の事故は、どちらが適用されるのか。
	賠償額は相手が複数であっても全て1事故あたり1億円限度か。
	保険金請求書の「保険金支払先」の欄に記載する口座はだれの口座を記載すればよいか。
	保険金の支払い先に何か通知はなされるか。
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